
鳥取県新たな女性の活躍機会の発掘・創出支援事業に係る業務実施仕様書 

 

１ 業務の名称 

  鳥取県新たな女性の活躍機会の発掘・創出支援事業に係る業務委託（以下「本業務」という。） 

 

２ 業務概要 

  個人の多様な働き方や自らの価値観・生き方が尊重される中、自身のライフスタイルに合った働き方を

通じて、女性自身の自己実現や生きがい、他者や地域とのつながりの創出を後押しすることで、その後の

就業・日常生活・地域活動における本人の主体性や自立性の向上を促すことを目的に、以下の業務を実施

する。 

 

３ 業務期間    

契約締結日から令和６年３月１０日まで 

 

４ 業務内容 

（１）事業参加者の募集と選定・決定 

ア 受託団体のネットワークを活用し、自ら趣味や経験を活かして働くことを通じて自己実現や地域

とのつながり等の創出に取り組もうとする事業参加者を募集する。 

イ 応募者に対して挑戦したい内容（業態）や時期、必要とする支援等をヒアリングし、発注者と協

議の上、事業参加者を決定する。（10 名程度の参加を想定し、定員制とする。） 

 

（２）事業参加者向け基礎研修等の開催 

事業参加者全員に、起業等に関する事業を始めるにあたって必要な情報や心構えなど基本的な情報

を伝える研修等を開催する。 

 

（３）事業参加者の目標達成に向けた伴走支援 

（１）イでのヒアリング結果等を踏まえて、先輩起業者等と事業参加者のマッチングを行い、伴走

支援を行う。 

 

（４）事業参加者に関する情報発信 

事業参加者が自らに合った働き方の目標に向けて（２）の研修等や（３）の支援を受けながら取組

を行う様子を、ＳＮＳ等を活用して広く県民等に発信し、同じ目標を持つ女性が取組のヒントにする

とともに、事業参加者への応援の声を見える化し、当該参加者の取組を後押しするような仕組みを構

築する。 

 

５ 業務執行上の留意点 

（１）本業務の遂行に当たり、受注者が発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発注者の責めに帰すべ

き理由により生じたものを除き、受注者が当該損害額を負担すること。 

（２）契約の解除等により、本業務の受注者が変更になった場合は、新たな受注者に対し、責任を持って

本業務を引き継ぐこと。 

 

６ 権利義務の譲渡等の禁止 

  受注者は、本業務により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を

担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。 

 

７ 再委託の禁止 

（１）受注者は、事業の一部について再委託を行おうとするとき、事前に発注者の承認を得なければなら

ない。 

（２）発注者は、次のいずれかに該当する場合は、（１）の承認をしないものとする。ただし、特段の理 

由がある場合はこの限りでない。 

ア 再委託の契約金額が委託料の額の５０パーセントを超える場合 

イ 再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合 



 

８ 守秘事項等 

（１）受注者は、本業務における成果物（中間成果物を含む。）を、当該業務においてのみ使用すること

とし、これらを蓄積し、又は他の目的に使用してはならない。 

（２）受注者は、本業務の履行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（３）受注者は、本業務に従事する者並びに７の規定により本業務を再委託する場合の再委託先及びそれ

らの使用人に対して、（１）及び（２）の規定を遵守させなければならない。 

（４）発注者は、受注者が（１）から（３）までの規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた場合

は、受注者に対し、この契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 

（５）（１）から（４）までの規定は、業務期間の満了後又はこの契約解除後も同様とする。 

 

９ 個人情報の保護 

（１）受注者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報・死者情報の取

り扱いに係る特記事項」（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

（２）受注者は、７の規定により本業務を発注者の承認を受けて第三者に再委託する場合は、当該受託者

に対して、特記事項を遵守させなければならない。 

 

１０ 調査等 

  発注者は、必要があると認めるときは、本業務の処理状況について調査し、受注者に対して報告を求

めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。 

 

１１ 仕様書遵守に要する経費 

  この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 

 

１２ その他 

  この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者

が協議して定めるものとする。 

 



 個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 乙は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人の権利利益を侵

害することのないよう個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条第１項に

規定する個人情報をいう。以下同じ。）を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 

２ 乙は、業務に従事している者又は従事していた者（以下「従事者」という。）が、当該業務に関して

知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 （目的外保有・利用の禁止） 

第３条 乙は、業務の目的以外の目的のために、業務に関して知り得た個人情報を保有し、又は利用して

はならない。 

（第三者への提供の禁止） 

第４条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供してはならな

い。 

（再委託等の禁止） 

第５条 乙は、業務を第三者（乙の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第３号に規定す

る子会社をいう。）を含む。）に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲が書面に

より承諾した場合は、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合、乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を前項の第三者

（以下「再委託先」という。）にも遵守させなければならない。この場合において、乙は、再委託先に

おける個人情報の取扱いを管理し、監督しなければならない。 

（個人情報の引渡し） 

第６条 業務に関する甲乙間の個人情報の引渡しは、甲が指定する方法、日時及び場所で行うものとする。 

２ 乙は、業務を行うために甲から個人情報の引渡しを受けるときは、甲に対し当該個人情報を預かる旨

の書面又は電磁的記録を交付しなければならない。 

（複製・複写の禁止） 

第７条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務において利用する個人情報（業務を行うために甲から引

き渡され、又は乙が自ら収集した個人情報をいう。以下同じ。）を複写し、又は複製してはならない。 

（安全管理措置） 

第８条 乙は、業務において利用する個人情報を取り扱うに当たり、甲と同等の水準をもって、当該個人

情報の漏えい、滅失、毀損又は不正な利用（以下「漏えい等」という。）の防止その他の当該個人情報

の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（事故発生時における報告） 

第９条 乙は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを

知ったときは、当該事故の発生に係る乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、直ちに甲に対し報

告し、その指示に従わなければならない。 

２ 甲は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に

関する情報を公表することができる。 

別記 



（個人情報の返還等） 

第10条 乙は、この契約又は業務の終了時に、業務において利用する個人情報を、直ちに甲に対し返還し、

又は引き渡すものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、この契約又は業務の終了時に、甲が別に指示したときは、乙は、業務にお

いて利用する個人情報を廃棄（消去を含む。以下同じ。）するものとする。この場合において、乙は、

個人情報の廃棄に際し甲から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。 

３ 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報が記録された電磁的記録媒体

の物理的な破壊その他当該個人情報の判読及び復元を不可能とするために必要な措置を講じなければ

ならない。 

４ 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄したときは、廃棄した日時、担当者、方法等を記録する

とともに、甲の求めに応じて、当該記録の内容を甲に対し報告しなければならない。 

（定期的報告） 

第11条 乙は、甲が定める期間ごとに、この特記事項の遵守状況について書面で報告しなければならない。

第５条第１項ただし書により再委託先がある場合も、同様とする。 

（監査） 

第12条 甲は、業務において利用する個人情報の取扱いについて、この特記事項の遵守状況を検証し、又

は確認するため、乙（再委託先があるときは、再委託先を含む。以下この条において同じ。）に対して、

実地における検査その他の監査を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して、必要な情報を求め、又は業務に関し必要な指示をする

ことができる。 

（損害賠償） 

第13条 乙の責めに帰すべき事由により、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例（令

和４年鳥取県条例第29号）又はこの特記事項の規定の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対す

る損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。 

２ 乙又は乙の従事者（再委託先及び再委託先の従事者を含む。）の責めに帰すべき事由により、業務に

おいて利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、乙は、これにより第三者に生じた損害を

賠償しなければならない。 

３ 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償したときは、乙は遅滞なく甲の求償に応

じなければならない。 

（契約解除） 

第14条 甲は、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例又はこの特記事項の規定の内

容に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 

（死者情報の取扱い） 

第15条 乙が業務を行うために死者情報（鳥取県個人情報保護条例第２条第１項第６号に規定する死者情

報をいう。以下同じ。）を利用する場合における当該死者情報の取扱いについても、第２条から前条ま

でと同様とする。 

 

（注） 甲は鳥取県、乙は受注者をいう。 

 


